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（１）地域共生社会※の実現に向けた体制整備
　暮らしの変化や社会構造の変化を踏まえ、市民が様々な地域生活課題

を抱えながらも、住み慣れた地域で自分らしく生きがいをもって暮らし

ていけるよう、ともに支え合える地域づくりを進めます。

（２）障がい者の社会参画、自立支援
　障がいのある人それぞれの状態やニーズに応じたサービスを提供し、

障がい者に対する市民の理解を促進するための啓発に努めます。

　また、障がい者支援施設等の関係機関と連携し、就労に向けた支援や

雇用環境の整備を行い、地域での自立した生活に向けた取組を進めます。

（３）生活困窮者の自立支援
　生活に困りごとを抱えている人の実態に応じた就労支援、住居確保支

援などに取り組むとともに、生活保護が必要な人に対する支援を適時に

実施し、日常生活や社会生活の自立に向けた支援に取り組みます。

・地域福祉活動やボランティア活動に関心を持ち、地域の中で協力し合

いましょう。

施策の主な取組

 　   みんなができること  

・地域福祉活動やボランティア活動に関心を持ち、地域の中で協力し合

 　   みんなができること
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（2022 年）目標値（2027 年）

福祉施設の入所から地域生活へ移行

した障がい者の数
2 人 3 人

生活困窮者自立支援・生活保護相談

件数
50 件 75 件

生活保護自立世帯の割合 7％ 20％

災害時避難行動要支援者個別支援計

画作成者の割合
72％ 100％
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針持校区高齢者お助け隊

手話教室
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画
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５　活力ある産業と賑わいのあるまち

・世界の人口増加や農業を取り巻く世界情勢の影響による地球規模の食

糧危機が懸念されており、国内における食糧自給率の向上が重要となり

ます。

・本市の農業は、水稲を中心に、水稲と畜産、ねぎ、かぼちゃなどの野

菜栽培を加えた複合営農形態となっています。

・農業就業者の高齢化が進んでおり、畜産農家も含め、担い手、後継者

の確保が難しくなってきています。

・中山間地域では、有害鳥獣による農作物への被害が見られ、生活環境

への影響も懸念されます。

・高齢化の進行などに伴い、離農者の農地の活用や保全が必要となりま

す。

・本市の畜産は、飼養戸数は減少傾向にありますが、飼養頭数は横ばい

の状態にあります。

・家畜の病気の蔓延防止のため、地域一体となった防疫対策を徹底する

必要があります。

・品質向上や付加価値を高め伊佐ブランドを確立することにより、収益

性の向上を図る必要があります。

・家畜排せつ物を適正に処理するとともに、良質な堆肥の利用等により

環境に配慮した農業を推進する必要があります。

・林業経営体数は、過疎化による後継者不足から急激に減少し、作業路

網整備の遅れもあって、放置森林が散見されています。

１　農林水産業の振興

現状と課題
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・山林所有者の高齢化などにより、再造林率が低い状況にあり、災害の

防止、水資源の涵養、森林資源の維持のため対策が必要となっています。

・特用林産物※については、生産基盤整備や、担い手の育成・確保の遅

れから生産が伸びていない状況にあります。

・内水面漁業は、外来魚及びカワウによる被害が多いことからその駆除

により内水面漁業の経営の安定化を図る必要があります。
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（１）新規就農者支援、認定農業者※支援
　就農初期の設備投資や経営ノウハウの習得などの支援を行い、新規就

農者の経営安定化を図ります。

　計画的な経営改善を進める農業者に対し、持続的で収益性の高い農業

経営が図られるよう支援します。

（２）畜産振興支援
　機械導入や共同作業等による省力化や商品価値の高い畜産物の生産を

推進し、市内飼養頭数の維持に努めます。

（３）経営基盤強化
　農地や農業用水路等の生産基盤が、その機能を果たすことができるよ

う、地域における保全管理や維持補修等の取組を推進します。

　また、地域の話し合い活動を通じて離農者等の農地に関して担い手へ

の集積化・集約化を図り、合わせて農地の利活用を推進します。

（４）農業の環境保全
　有機肥料※の利用促進や家畜排せつ物の適正処理など、地球温暖化防

止や生物多様性保全に効果の高い、環境にやさしい取組を進めます。

（５）鳥獣被害対策
　農地への侵入を防止するため、電気柵等の設置や有害鳥獣捕獲の効率

化、省力化へつながる取組の検討を図りつつ、鳥獣捕獲の取組を強化し、

鳥獣による農林産物への被害軽減に努めます。

施策の主な取組



・農業生産技術、経営に関する知識を習得するため、積極的に研修会等

に参加しましょう。

・普段から防疫対策に努めましょう。

・農地保全や将来の農地活用などについて検討や取組を進めるとともに、

環境保全型農業※に取り組みましょう。
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（2022 年）目標値（2027 年）

農業総生産額 16,586 百万円 15,971 百万円

認定農業者数 219 人 219 人

認定新規就農者数 14 人 16 人

林業従事者数 116 人 121 人

（６）林業の振興
　山林所有者に対し、山林の適正管理の指導や支援を行い山林の保全を

図ります。また、技術研修や技能習得等の実施により担い手育成に努め

るとともに、林道等の維持管理を行い、効率的な林業経営を促進します。

（７）水産業の振興
　川内川の内水面の資源保護のため、川内川上流漁業協同組合と連携し、

外来魚及びカワウ駆除やアユなどの稚魚放流を行い、在来魚の保護に努

めます。

第
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 　   みんなができること   　   みんなができること



全国和牛共進会（鹿児島大会）

地域住民による農業用水路の清掃
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侵入防止柵設置による鳥獣被害対策

72

第
３
章　
基
本
計
画

川内川への稚魚放流
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・個人商店では、大型店舗への顧客の流出や、高齢化による経営への意

欲の低下などによる廃業に伴う空き店舗の増加が危惧されます。

・空き店舗等を活用し、新たに起業を模索する人への起業支援を商工会

と連携して行う必要があります。

・本市の事業者が、さらに成長、発展していくように、事業者間の連携

を強化していく必要があります。

・企業誘致は、テレワーク※の普及に伴いサテライトオフィス※の検討も

含めて対応していく必要があります。

・６次産業化※による付加価値の高い商品開発に向けた支援を行う必要

があります。

・求人企業、事業所と求職者の就業マッチングの機会を提供し、地元就

業や人材誘致を促進する必要があります。

２　商工業の振興、雇用の確保と創出

現状と課題



74

第
３
章　
基
本
計
画

（１）商工業の振興
　商工業の経営が安定的に継続できるよう、基盤安定のための支援を行

うとともに、事業の発展的取組に対して支援します。

　また、商工会、金融機関などの関係機関と連携し、地域経済を維持す

る取組を進めます。

（２）商店街の活性化
　商工会と連携し、地元の商店街に人の流れをつくる取組を支援すると

ともに、商店街のにぎわいを創出するような起業、創業を支援し、空き

店舗の有効活用を図ります。

施策の主な取組
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（３）６次産業化の推進
　地元の農産物や多様な地域資源を利活用して付加価値を高める取組に

対する支援を行い、市内外に向けた効果的な PR などにより、ブランド

価値を高める取組を進めます。

（４）雇用の確保と創出
　企業や事業所と連携し、地域での雇用の場の確保に努めるとともに起

業や事業拡大の取組に対する支援を行います。

　また、企業、ハローワーク、高等学校などの関係機関が連携し、就業

を希望する人と市内企業等とのマッチングの機会を提供し、地元での就

業を支援します。

（５）企業誘致の推進
　企業立地に必要な条件等の情報を収集し、企業のニーズに沿った受入

環境の整備に努めます。

　また、企業への訪問や働きかけを行い、企業誘致の実現に向けて取り

組みます。

・地元企業や地元商店街のイベントに参加し、積極的に交流しましょう。

・地元の商店やサービスを積極的に利用しましょう。

 　   みんなができること  

・地元企業や地元商店街のイベントに参加し、積極的に交流しましょう。

 　   みんなができること
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・名所旧跡などを訪れるだけの観光から、そこにある人々の生活、自然、

地域とのふれあいなどを求め、参加する、体験する、学ぶなどの多様な

観光ニーズが高まっています。

・新型コロナウイルス感染症拡大により、国内観光市場はもとよりイン

バウンド※市場は特に影響を受けており、アフターコロナを見据えた取

組が重要となります。

・これまでも海外を含む姉妹都市との交流を行っていますが、グローバ

ル化の進展に伴い、様々な都市と市民レベルでお互いの文化に触れ、相

互理解を深めるなどの交流を推進する必要があります。

・効果的な情報発信を行いながら、交流人口、関係人口※の拡大を図り、

本市への誘客につなげていく必要があります。

・都市部から地方への移住に対する関心が高まる中、移住体験住宅、空

き家・空き店舗バンク、移住・住み替え助成、起業支援などを組み合わせ、

移住希望者のニーズに対応する必要があります。

３　観光・交流、移住定住の推進

現状と課題
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（１）地域資源を活かした観光、交流の推進
　本市の観光資源の魅力を積極的に活用した効果的なプロモーションを

図り、誘客の増加につなげます。

　農林業体験、自然体験などの体験型観光を推進し地域住民とのふれあ

いを深め、交流人口、関係人口の増大を図ります。

　グローバル化の進展に伴い、これまでの姉妹都市交流に加え、さらに

様々な都市との市民レベルでの文化、経済や観光などの交流を推進しま

す。

（２）都市部とのつながりの構築
　ふるさと会などを通した都市部の出身者との連携や、ふるさと納税制

度などの活用により、伊佐とつながりを持つ人との関係性を継続して構

築し、遠くにいながら、本市への支援、協力をしてもらえるファンの増

加に努めます。

（３）移住、定住の推進
　趣味、仕事、住まい、暮らし方などに関するニーズの多様化に伴う地

方への人の流れを捉え、田舎暮らしの体験、起業、住居整備の支援など

を行い、幅広い年代の移住の実現に努めます。
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施策の主な取組



KPI（重要業績評価指標） 基準値（2022 年） 目標値（2027 年）

観光客数 659,940 人 805,000 人

宿泊客数（キャンプ場含む。） 21,170 人 34,000 人

支援制度を利用した移住者（若者・

シニア）数
24 人

計 100 人

(2023年～2027年)

ふるさと納税の寄附件数 40,275 件 70,000 件

ふるさと納税返礼品の産品数 339 品 580 品

ふるさと納税返礼品の売上金 120,396 千円 175,000 千円
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・来訪者に対し、市民みんながおもてなしの心を持ちましょう。

・多様な価値観を理解し、誰もが地域で安心して暮らせる環境づくりに

努めましょう。

 　   みんなができること  

・来訪者に対し、市民みんながおもてなしの心を持ちましょう。

 　   みんなができること
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伊佐市観光ガイドが案内する「曽木の滝ウォーキング大会」

十曽青少年旅行村（十曽キャンプ場）
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６　安全、安心な住みよいまち

・移動手段を持たない高齢者にとって、公共交通機関の維持、確保は重

要な課題となっています。

・近隣の主要都市、駅、空港などの公共交通施設を結ぶ地域公共交通の

維持、確保は、市内外の人々にとって必要となります。

・公共交通機関の利用者は、減少していく傾向であるため、効率的かつ

利便性の高い公共交通網を整備する必要があります。

・情報通信技術の発展により、生活のあらゆる分野でデジタル化、ネッ

トワーク化が進展していくため、情報通信基盤の整備に加え、世代間、

地域間の情報格差の解消に努める必要があります。

・本市には多くの道路が整備されており、幹線道路と生活道路の実態に

応じて計画的に維持補修、新設改良工事等を行う必要があります。

・本市の基幹産業を支える農道、林道、森林作業道は、農業機械、林業

機械への対応を考慮し整備する必要があります。

81

１　交通・通信環境の整備

現状と課題



（１）公共交通網の維持、強化
　バス、タクシー事業者と連携して、利用者のニーズに沿った、利便性

と効率性の高い公共交通網の構築を進めます。

　デマンド型交通※を効果的に取り入れ、多様なニーズに対応できる公

共交通網の整備に努めます。

（２）情報通信の利便性向上
　高度化する情報通信技術による多様なサービスを、世代間、地域間で

格差なく、多くの市民が享受できるよう、ハードとソフトの基盤整備を

進め、市民の生活の質の向上に向けて取り組みます。

（３）道路交通網の整備、充実
　橋りょうを含めた幹線道路、生活道路は、車両と歩行者が安全に快適

に通行できるよう、計画的な維持補修、改良等を行い、適正な管理に努

めます。

　また、農道、林道については、農林業機械への対応を図りながら、生

活道路としての機能を併せ持つ路線は、市道と併せて効率的な交通網の

整備に努めます。
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（2022 年）目標値（2027 年）

市民バスの年間利用者数 7,376 人 7,750 人

のりあいタクシーの年間利用者数 4,246 人 4,460 人
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のりあいタクシー

・公共交通機関を積極的に利用しましょう。

・スマートフォン、パソコンなどの操作方法を学習して、便利な機能を

利用しましょう。

・沿道の除草やゴミ拾いなどにより、生活道路を快適に保ちましょう。

 　   みんなができること  

・公共交通機関を積極的に利用しましょう。

 　   みんなができること
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・自治会等を中心に、主体的に環境美化活動に取り組む一方で、ごみの

ポイ捨てや不法投棄が見受けられます。

・上水道は、水源の確保、水質管理並びに施設・設備の整備及び維持管

理を適切に行い、どんな時でも安定して良質な水を供給する必要があり

ます。

・空き家が増加し、防災、衛生面への影響が懸念されるため、居住可能

な空き家の有効活用を図る必要があります。

・犬、猫などに関する住民トラブルが散見されるため、飼い主をはじめ

とする住民の意識向上が必要となります。

・市内には、観光地としての公園、市民の憩いの場としての公園、アウ

トドアレジャーを楽しめる公園などが整備されていますが、施設が老朽

化したり、バリアフリー※化が進んでいない公園も多いため、適正な維

持管理が必要となります。

・高齢化等によって耕作されなくなった農地の増加や、住宅や商業施設

など都市機能が集中する地域の拡大などの土地利用状況の変化に応じ、

土地利用区域の見直しを行い、良好な環境を保つ必要があります。
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２　生活環境の整備

現状と課題



（１）生活環境の向上
　放置された危険家屋が、周辺住民等に危害を及ぼさないよう所有者へ

の働きかけなどを継続し、撤去に対する支援を行います。

　居住可能な空き家については空き家バンク※への登録を推進し、有効

活用を図ります。

　悪臭、騒音、ペットなどが関連する身近なトラブルを未然に防ぐため

の啓発に努めます。

　地域での環境美化活動の実践について啓発を行い、ごみの不法投棄の

防止や、良好な生活環境が維持されるよう取り組みます。 86
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施策の主な取組



（２）良質な水の安定供給
　老朽管等の施設の更新や長寿命化、耐震化を計画的に実施し、漏水の

防止や建設改良費の抑制等を行うとともに、適正な料金体系により、健

全な事業運営に努めます。

　また、水源地や配水池等への自家発電設備や緊急遮断弁等の設置、水

質監視体制の充実を図り、安全で良質な水を安定的に供給します。

（３）公園の整備・充実
　市民の活動の場、憩いの場となる公園については、快適に利用できる

ように適正な施設の維持管理、樹木等の環境整備に努めます。

　また、子どもから高齢者、障がい者等だれもが利用しやすいよう配慮

し、利用者の多様なニーズを踏まえた公園の整備に努めます。

（４）適正な土地利用の推進
　都市計画区域※及び用途地域※、農業振興地域※については、利用の実

態、状況の変化に応じて見直しを行い、適切な土地利用が図られるよう

努めます。

KPI（重要業績評価指標） 基準値（2022 年）目標値（2027 年）

危険廃屋の解体・撤去助成件数 26 件 30 件

空き家バンクの成約件数
計 64 件

（2017 年からの累計）

計 150 件
（2027 年までの累計）

清掃・美化活動を実施した自治会の

割合
61.65% 61.65%

水道事業の有収率 90.05% 95.00%87

・公園や広場の清掃など、地域の美化活動に参加しましょう。

・お互いに協力し合い、安全で安心して暮らせる地域をつくりましょう。

 　   みんなができること  

努めます。

・公園や広場の清掃など、地域の美化活動に参加しましょう。

 　   みんなができること
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ボランティアによるごみ拾い

市水道の配水池
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・水質汚濁の原因の大半を占めると言われている生活雑排水の未処理世

帯を減らしていくために、合併処理浄化槽への転換の推進、農業集落排

水施設の計画的な改修、長寿命化や、衛生センターの適切な管理を進め

ていく必要があります。

・地球環境保護のため、ごみの分別収集を徹底し、ごみの減量化、再利用、

リサイクルの推進など、循環型社会に向けて取り組む必要があります。

・地球温暖化の主な原因とされる二酸化炭素などの温室効果ガス※の排

出量削減のため、災害の発生、景観への影響を考慮した再生可能エネル

ギー※の普及や省エネルギー※の推進を行う必要があります。
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３　自然環境の保全

現状と課題



（１）環境の保全
　地球環境を守る身近な取組として、河川を汚さない、大気を汚さない、

土壌を汚さないことを意識した行動の必要性について、幼いころから理

解を深められる講習等の推進に取り組みます。

　また、排水処理施設等の適正な維持管理等に努めます。

（２）循環型社会の形成
　ごみ処理に要するコスト、ごみの分別収集の必要性等について情報発

信し、ごみの減量化、再利用、リサイクルに関する市民の意識の向上を

図ります。

　また、エコマーク※、グリーンマーク※に関する情報提供を行い、地

球環境に配慮した製品等の購入の推進を図ります。

（３）再生可能エネルギー利用の推進
　災害の防止、良好な景観、生活環境の保全に配慮した再生可能エネル

ギーの利用促進と、地域社会の良好な生活環境の確保に努めます。

　また、公共施設の改修、改築等においては、自然採光や断熱化の推進、

再生可能エネルギーの導入について配慮するとともに、日頃から省エネ

ルギーに資する取組を進めます。
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KPI（重要業績評価指標） 基準値（2022 年）目標値（2027 年）

1 日 1 人当たりごみ排出量 695g 685g

資源ごみの回収量 336t 312t

汚水処理人口普及率 65.81% 75.89%

91

・ごみの減量化、資源物の正しい分別に努めましょう。

・日頃から食品ロス※について考え、意識して行動しましょう。

・節電などの省エネルギーに努め、環境に配慮した行動を心がけましょ

う。

 　   みんなができること  

・ごみの減量化、資源物の正しい分別に努めましょう。

 　   みんなができること



92

合併処理浄化槽の設置

「未来館」でのごみの分別処理
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・近年、記録的な豪雨が頻発する傾向があり、治水、治山の対応や避難

所の適正な運営、迅速な情報伝達などが重要となります。

・火災や災害の予防は、資機材等の充実、人的能力の育成等により、消

防力の向上を図るとともに、消防団及び団員の確保の在り方などを検討

し、市民の生命と財産を守る必要があります。

・自治会等における自主防災組織などの育成により、自助、共助による

防災意識の向上、地域の防災力の強化を図る必要があります。

・高齢者等を狙った悪質商法や、携帯電話やインターネットによる消費

者トラブルが発生しているため、消費生活に関する正しい知識の普及が

必要となります。

・高齢者が関係する交通事故や、不審者による子どもへの声掛け事案な

どが発生しており、警察等の関係機関と連携して、住民の安全、安心を

確保する必要があります。
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４　防災の充実、治安

現状と課題
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（１）防災対策
　治山事業や河川改修などによる危険箇所の保全や、防災拠点・避難所

の設置及び適正な運営、防災メール、避難訓練、自主防災組織などの充

実により、行政と市民が一体となって自然災害等から市民の生命、財産

を守ります。

　また、火災や災害に対応できる施設、設備の充実、消防団員の確保等

により被害の軽減を図ります。

　さらに、被害を最小限に抑えるための各自でできる取組に関する啓発

などにより、市民が自ら防災対策に努める環境づくりを進めます。

（２）防犯対策
　特殊詐欺や悪徳商法による被害に遭わないための啓発や、防犯協会、

警察等の関係機関との連携、相談体制の充実に努めます。

　また、地域における防犯灯の設置や青パト隊の活動などに対する支援

を行うとともに、見守りカメラの適正な活用などにより安全で安心でき

る暮らしの充実に努めます。

（３）交通安全対策
　交通安全協会、警察などの関係機関と連携し、交通安全キャンペーン

等により交通安全意識の高揚、啓発活動を推進します。

　また、通学路の安全対策の強化、交通安全教室の開催など、子どもや

高齢者の事故防止対策に重点的に取り組みます。

　さらに、ガードレール及びガードミラーの設置、区画線の整備を計画

的に進めます。
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施策の主な取組



KPI（重要業績評価指標） 基準値（2022 年）目標値（2027 年）

防災メール登録件数 1,730 件 3,000 件

交通事故発生件数 61 件 50 件

交通事故死傷者数 78 人 60 人

火災の年間発生件数 12 件 10 件

・地域の自主防災組織の活動に協力し、日頃から防災に対する意識を高

めましょう。

・火気の取扱いに留意しましょう。

・消費生活に関する正しい知識習得に努め、悪質な訪問販売等の被害に

遭わないようにしましょう。

・交通ルールやマナーを守り、交通事故に気をつけましょう。

96交通安全教室（湯之尾小学校）
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 　   みんなができること  

・地域の自主防災組織の活動に協力し、日頃から防災に対する意識を高

 　   みんなができること



基本目標 施策 施策の主な取組

１　笑顔で創る明るいまち

　　【共生協働、人権】

１　共生協働、コミュニティ活動の推進
（１）住民自治の意識向上

（２）地域の自立・活性化支援（総合戦略）

２　一人ひとりの人権の尊重
（１）人権教育・人権啓発の推進

（２）男女共同参画の推進

２　安心して子育てができ　　

　　るまち

　　【子育て】

１　子育て支援の充実

（１）妊娠・出産・子育てを通した切れ目のない支援の充実

        （総合戦略）

（２）幼児教育・保育の充実（総合戦略）

（３）地域と一体となった子育て支援の充実（総合戦略）

（４）児童虐待対策の充実

３　郷土を愛し、豊かな心　　　

　　を育むまち

　　【教育、文化、スポーツ】

１　学校教育の充実

（１）豊かな心、確かな学力を育む教育の充実

（２）心身ともに健全な児童生徒の育成

（３）地域とともにある学校づくりの推進

２　社会教育の充実

（１）家庭教育の充実

（２）生涯学習の充実（総合戦略）

（３）青少年の健全育成

（４）「伊佐さわやかあいさつ運動」の推進

３　歴史、文化の継承
（１）文化芸術活動の充実

（２）郷土の歴史、伝統文化の保存・継承と活用（総合戦略）

４　スポーツの推進

（１）生涯スポーツの推進

（２）競技スポーツの振興

（３）リバースポーツの推進

（４）スポーツ合宿の誘致

４　ともに支え合い、いき　　

　　いきと暮らせるまち

　　【健康、福祉】

１　高齢者福祉の充実

（１）社会参加、活動の場の充実（総合戦略）

（２）介護予防の推進

（３）生活支援サービス、医療と介護の連携（総合戦略）

（４）介護人材の確保

（５）認知症の人やその家族への支援の充実

（６）権利擁護支援の推進

（７）高齢者の安全対策の充実

２　健康づくりの推進、医療体制の確保

（１）健康づくりの推進

（２）保健予防の充実

（３）医療体制の確保（総合戦略）

３　ともに支え合う地域づくり

（１）地域共生社会の実現に向けた体制整備

（２）障がい者の社会参画、自立支援

（３）生活困窮者の自立支援
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基本目標 施策 施策の主な取組

５　活力ある産業と賑わい　

　　のあるまち

　　【産業経済】

１　農林水産業の振興

（１）新規就農者支援、認定農業者支援（総合戦略）

（２）畜産振興支援

（３）経営基盤強化

（４）農業の環境保全

（５）鳥獣被害対策

（６）林業の振興（総合戦略）

（７）水産業の振興

２　商工業の振興、雇用の確保と創出

（１）商工業の振興

（２）商店街の活性化（総合戦略）

（３）6 次産業化の推進（総合戦略）

（４）雇用の確保と創出（総合戦略）

（５）企業誘致の推進

３　観光・交流、移住定住の推進

（１）地域資源を活かした観光、交流の推進（総合戦略）

（２）都市部とのつながりの構築（総合戦略）

（３）移住、定住の推進（総合戦略）

６　安全、安心な住みよい　　

　　まち

　　【社会基盤、生活環境】

１　交通・通信環境の整備

（１）公共交通網の維持、強化（総合戦略）

（２）情報通信の利便性向上（総合戦略）

（３）道路交通網の整備、充実

２　生活環境の整備

（１）生活環境の向上

（２）良質な水の安定供給

（３）公園の整備・充実

（４）適正な土地利用の推進

３　自然環境の保全

（１）環境の保全

（２）循環型社会の形成

（３）再生可能エネルギー利用の推進

４　防災の充実、治安

（１）防災対策（総合戦略）

（２）防犯対策

（３）交通安全対策
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第４章　行財政改革の推進

はじめに

　まちづくりの将来像「笑顔あふれ　一人ひとりが　幸せ感じるまち」

の実現に向けた取組を推進するためには、それを支える財政基盤が必要

となります。

　しかし、本格的な人口減少社会の到来・少子高齢化の進行により、税

収の減少や社会保障関連経費等の増加が見込まれ、併せて、本市の老朽

化した公共施設の維持管理や更新、頻発する大規模災害対策等喫緊の課

題への対応も必要となってきます。

　そのため、官民連携の推進、事務事業の見直し等により、効率的・効

果的な財政運営を進めることがより一層必要となります。

　また、技術革新の進展により地域社会にもデジタル化の動きが広まり

つつある中、DX ※を推進することで市民サービスの向上や行政運営の

効率化を図る必要があります。

　そこで、第 4 章では、本市が目指すまちづくりの将来像の実現に向け

た取組を展開するために、第 3 章と一体となって取り組んでいく「行政

改革の推進」と「健全な財政基盤の維持」の方針等について定めること

とします。
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１　行政改革の推進

職員一人ひとりの意識を高め、効率的・効果的な行政運営を行います。

・多様化した市民ニーズや新しいライフスタイルに対応するために、よ

り効率的・効果的な行政運営と機動的な対応ができる体制の整備が急が

れます。

・定年引上げに伴う職員の雇用延長や会計年度任用職員※の適切な任用

等定員管理が課題となる中、職員の能力開発に取り組むとともに、職員

数の適正管理に努める必要があります。

・住民の利便性向上を図るため、デジタル技術を活用したサービス提供

の基盤となるマイナンバーカードの更なる普及に取り組む必要がありま

す。

・書類や対面による手続等も数多く残っており、窓口手続のオンライン

化等情報通信技術の導入を加速させていく必要があります。
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現状と課題

    基本的な方針    基本的な方針



２　公共施設の適正保有と効率的な管理運営
　伊佐市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正保有や効率

的な管理運営に努めます。

　また、公の施設については、各施設の特性に応じて、指定管理者制度※

等の運用による市民サービスの向上と経費削減に取り組みます。

①　伊佐市公共施設等総合管理計画の実施

②　保有財産の有効活用

③　民間活力の活用
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①　事務作業の見直し

②　組織の再編と見直し

主な施策

　社会経済情勢や行政課題の変化に対応するため、公共施設の適正管理

や組織機構改革に取り組みます。また、PDCA サイクルにより事業評価

を実施（事業効果を検証）しながら、効率的・効果的な行政運営を推進

します。

主な取組

主な取組

１　行政改革の推進



　公務員としての自覚を持ち、与えられた役割を的確に果たし、様々な

行政課題に対応できるよう、「伊佐市人材育成基本指針」に基づく人材

育成に努めるとともに、適正な定員管理に努めます。

　また、職員が仕事と家庭の調和を図りながら心身ともに健康で働ける

よう、安全衛生管理と働きやすい職場環境づくりを推進します。

①　定員適正化計画の実施

②　職員の意識改革と能力開発

③　職員の健康管理

４　自治体 DX※の推進
　市民が利用しやすい窓口とするため、環境整備を図るとともにマイナ

ンバーカードを利用したオンライン申請の導入により、市民の利便性向

上と業務の効率化を実現します。

　システム運用の効率化を図るため、国による将来的な自治体システム

統一の動向を注視しながらシステムのクラウド化※を進めます。

　ホームページや SNS ※を活用し、市民と市政に関する情報の共有化を

図り、行政情報の提供を即時に行えるよう努めます。

①　行政手続のオンライン化

②　情報システムの標準化

③　デジタルデバイド対策※

④　デジタル基盤の整備

⑤　情報発信の充実 102

主な取組

主な取組

３　職員の適正管理と資質向上

第
４
章　

行
財
政
改
革
の
推
進　



２　健全な財政基盤の維持

歳入に見合う歳出予算を編成し、効率的な財政運営を行います。

・今後、市税や地方交付税の歳入減少が予想される中で社会保障関係経

費は増加し、これまでどおりの行政サービスの提供が困難な状況となっ

ていくことから、将来を見据えた計画的な財政運営に取り組まなければ

なりません。

・将来世代に対し過度な負担を課さない財政運営や、非常事態の発生時

においても円滑に対応できる財源の確保が求められることから、安定し

た財政基盤を維持する必要があります。
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現状と課題

    基本的な方針    基本的な方針



１　計画的な財政運営
　財政の健全化を図るため中長期的な財政運営の視点から、財源確保の

対策と同時に、あらゆる経費の徹底的な見直しを行い歳入に見合った歳

出予算の編成に努めます。併せて、有効な財源を活用した投資にも取り

組みます。

　また、伊佐市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画と財政計

画を連動させながら各年の予算編成方針へ反映することで財源の合理

的・効果的な活用を進めます。

①　個別施設計画と財政計画を連動させた予算編成

②　交付税措置のある有利な地方債の活用

③　補助金等を有効活用した投資

④　財政調整基金の適正規模の維持

⑤　市補助金や交付金の見直し

２　自主財源の確保
　自主財源を確保するために、ふるさと納税の推進や遊休市有地の売却

等を通じた収入の確保に努めます。

　また、使用料等の受益者負担を定期的に見直すとともに、キャッシュ

レス決済※、コンビニ収納や口座振替を推進し納付機会の拡充を図り収

納率の向上に努めます。

①　ふるさと納税等の活用

②　遊休市有地の売却、貸付

③　市税等の納付機会の拡充及び収納強化

④　適正な受益者負担の検討
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主な取組

主な取組

主な施策 第
４
章　

行
財
政
改
革
の
推
進　



用語解説

ICT
　「Information and Communication 

Technology/ 情報通信技術」の略。コ

ンピューターやデータ通信に関する技

術をまとめた呼び方。

IoT
　「Internet of Things」の略。「モノの

インターネット」と呼ばれる。自動車、

家電、ロボット、施設などあらゆるモ

ノがインターネットにつながり、情報

のやり取りをすることで、新たな付加

価値を生み出すこと。

空き家バンク
　空き家の賃貸・売却を希望する人か

ら申込みを受けた情報を、空き家の利

用を希望する人に紹介する制度。

インバウンド
　外国人が訪れてくる旅行のこと。

AI
　「Artifi cial Intelligence」の略。人工

知能のこと。

エコマーク
　様々な商品（製品及びサービス）の

中で、「生産」から「廃棄」にわたる全

体を通して環境への負荷が少なく、環

境保全に役立つと認められた商品につ

けられるマーク。

SDGs
　「Sustainable Development Goals/ 持

続可能な開発目標」の略。2015 年９月

の国連サミットで採択され 2030 年まで

に持続可能でより良い世界を目指す国

際目標。

SNS
　「Social Networking Service」 の 略。

インターネット上で、個人同士が繋が

れるような場所を提供しているサー

ビ ス の 総 称。 代 表 的 な SNS と し て、

LINE・Twitter・Instagram・Facebook

等が挙げられる。

温室効果ガス
　大気圏にあって、地表から放射され

た赤外線の一部を吸収することにより、

温室効果をもたらす気体のこと。二酸

化炭素、メタン、一酸化炭素、フロン

ガスなど。
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参考資料



キャリア教育
　一人一人の社会的・職業的自立に向

け、必要な基盤となる能力や態度を育

てることを通して、キャリア発達を促

す教育。

キャリアパスポート
　児童生徒が、自らの学習状況やキャ

リア形成を見通したり振り返ったりし

ながら、自身の変容や成長を自己評価

できるよう工夫されたポートフォリオ

のこと。

　※ポートフォリオ…教育分野では、

子どもの作品、自己評価の記録、教師

による指導と評価の記録などをまとめ

たものを意味する。

クラウド化
　自社サーバーによる情報処理から、

外部事業者のシステム利用に移行する

こと。自前でサーバーを購入しなくて

済み、通信障害などの非常時も事業者

が対応を行ってくれる。

グリーンマーク
　古紙を原料に再生利用した製品のた

めのマーク。
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会計年度任用職員
　地方公務員法の改正に伴い、令和 2

年度から新たに設けられた非常勤職員

の制度。

核家族化
　夫婦のみの世帯又は夫婦と未婚の子

どもで構成される世帯が増加する現象

のこと。

環境保全型農業
　農業の持つ物質循環機能を生かし、

生産性との調和などに留意しつつ、土

づくり等を通じて化学肥料、農薬の使

用等による環境負荷の軽減に配慮した

持続的な農業のこと。

関係人口
　移住や観光でもなく、単なる帰省で

もない、日常生活圏や通勤圏以外の特

定の地域に継続的に多様な形で関わる

人々のこと。

キャッシュレス決済
　現金を使用せずに支払いをすること。

キャッシュレス決済には、クレジット

カード、デビットカード、電子マネー（プ

リペイド）やスマートフォン決済など、

様々な手段がある。



107

再生可能エネルギー
　絶えず資源が補充されて枯渇するこ

とのないエネルギー。太陽光、太陽熱、

水力、風力、地熱、波力、温度差、バ

イオマスなど。

サテライトオフィス
　企業や団体の本社・本拠地から離れ

た場所に設置する小規模のオフィス。

自治体 DX
　行政サービスについて、デジタル技

術やデータを活用して住民の利便性を

向上させるとともに、業務効率化を図

り、人的資源を行政サービスの更なる

向上へ繋げていくこと。

固定的性別役割分担意識
　男女を問わず個人の能力等によって

役割の分担を決めることが適当である

にも関わらず、「男は仕事、女は家庭」、

「男性は主要な業務、女性は補助的業務」

等のように、男性、女性という性別を

理由として、役割を固定的に分ける考

え方のこと。

コミュニティ・スクール
　教育委員会の指定により、保護者や

地域住民が学校運営に参画する「学校

運営協議会」が置かれた学校のこと。

さ行

指定管理者制度
　「公の施設」の管理運営を行う民間事

業者等を「指定管理者」として指定す

ることにより、民間のノウハウを活用

しつつ、サービスの向上と経費の節減

等を図ることを目的とした制度。

重要業績評価指標（KPI）
　施策の効果を検証するための重要な

指標。

（KPI…Key Performance Indicator の

略）

循環型社会
　有限である資源を効率的に利用する

とともに、リサイクルなどを行って、

持続可能な形で循環させながら利用し

ていく社会のこと。

省エネルギー
　石油や石炭、天然ガスなど、限りあ

るエネルギー資源がなくなってしまう

ことを防ぐため、エネルギーを効率よ

く使うこと。

食品ロス
　まだ食べることができる食品が廃棄

されてしまうこと。

スクールソーシャルワーカー
　いじめや不登校、虐待、貧困など、

学校や日常生活における問題に直面す

る子どもを支援する社会福祉の専門家。



３R 運動
　「 リ デ ュ ー ス（Reduce） ＝ ご み の

量を減らす」、「リユース（Reuse）＝

ものを繰り返し使う」、「リサイクル

（Recycle）＝資源として再び使う」、の

３つの行動のこと。

成年後見制度
　認知症、知的障がい、精神障がい等

によって、判断能力が十分でない人に

ついて、権利を守る援助者（家庭裁判

所より選任された成年後見人等）を選

ぶことで、法律的に支援する制度。

Society5.0
　サイバー空間（仮想空間）とフィジ

カル空間（現実空間）を高度に融合さ

せたシステムにより、経済発展と社会

的課題の解決を両立する、人間中心の

社会。

がることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていく

社会。

地域包括ケアシステム
　可能な限り住み慣れた地域において

継続して住み続けることができるよう、

ニーズに応じた住宅が提供されること

を前提に、医療、介護、予防、見守り

などの多様な生活支援サービスが日常

生活の場で適切に提供されていく体制

のこと。

地域包括支援センター
　保健師又は経験のある看護師、主任

ケアマネジャー及び社会福祉士を置き、

介護予防ケアマネジメント、総合相談・

支援、権利擁護事業、包括的・ケアマ

ネジメント等を業務として介護保険法

に規定された機関。

DX
　「Digital　Transformation/ デ ジ タ ル

トランスフォーメーション」の略。将

来の成長、競争力強化のために、新た

なデジタル技術を活用して新たなビジ

ネスモデルを創出・柔軟に改変するこ

と。
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脱炭素社会
　地球温暖化の原因となる温室効果ガ

スの排出量「実質ゼロ」を目指す社会

のこと。

地域共生社会
　制度・分野ごとの「縦割り」や「支

え手」、「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が「我が

事」として参画し、人と人、人と資源

が世代や分野を超えて「丸ごと」つな
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認定農業者
　農業経営基盤強化促進法に基づき、

自ら作成する「農業経営改善計画」を

市町村から認定された農業者。

農業振興地域
　農業振興地域の整備に関する法律の

規定により、農業の健全な発展および

国土資源の合理的な利用の見地から、

総合的に農業の振興を図る必要がある

として指定された地域。

デジタルデバイド対策
　全ての人がデジタル化の恩恵を受け

ることができるよう、デジタル機器に

不慣れな方でも容易に操作できるシス

テム設計や、スマホ教室の開催といっ

た取組を行っていくこと。

デマンド型交通
　運行経路や運行スケジュールを利用

者の事前予約に合わせて運行する地域

公共交通のこと。

テレワーク
　情報通信技術を活用した時間や場所

を有効に活用できる柔軟な働き方のこ

とで、「Tel（離れて）」と「Work（仕事）」

を組み合わせた造語。

特定健診
　平成 20（2008）年４月から、40 歳

～ 74 歳の国民を対象に実施されている

健康診査。

特用林産物
　食用とされる「しいたけ」、「えのき

たけ」、「ぶなしめじ」等きのこ類、樹

実類、山菜類等、非食用のうるし、木

ろう等の伝統的工芸品原材料及び竹材、

桐材、木炭等の森林原野を起源とする

生産物のうち、一般の木材を除くもの

の総称。

な行

は行
バリアフリー
　障がい者や高齢者等が生活する上で

妨げとなる物理的・社会的障害を取り

除くこと。

PDCA サイクル
　「Plan（計画）」、「Do（実行）」、「Check

（評価）」、「Action（改善）」の 4 段階を

繰り返して業務を継続的に改善する方

法。

都市計画区域
　都市計画法の規定により、自然的・

社会的条件や人口、土地利用、交通量

等の現状と推移を勘案して、一体の都

市として総合的に整備、開発、保全す

る必要があるとして指定された区域。
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ワーク・ライフ・バランス
　誰もが、仕事と家庭生活、地域生活、

個人の自己啓発など様々な活動を、人

生の段階に応じて自分の希望するバラ

ンスで実現できる状態。

ら行

わ行

や行
有機肥料
　油粕や魚粉、鶏糞など、植物性また

は動物性の有機物（炭酸そのものを除

く炭素を含む化合物）を原料にした肥

料のこと。

用途地域
　都市計画法の規定により、秩序ある

都市の発展のため、建築できる建物の

種類、用途などについて制限を定めた

地域。

ローリング方式
　社会・経済の変化等に柔軟に対応で

きるよう、毎年度見直しを行う計画策

定の方式のこと。

６次産業化
　１次産業の農畜産物・水産物の生産

だけでなく、食品加工（２次産業）、流通・

販売（３次産業）にも取り組み、農林

水産業を活性化させ、農山漁村の経済

を豊かにしていこうとするもの。

５G
　第 5 世代移動通信システム。１～４

G に続く、携帯電話などに用いられる

高速データ通信を実現する移動体通信

規格のこと。



年 月 日 会 議 等 内 容 等
令和 2 年 7 月 29 日

～令和 2 年 12 月 9 日

ワ ー キ ン グ グ ル ー プ に よ る ワ ー ク

ショップ（全 10 回）

「まちづくりの着眼点」の検討、「理想の未来

のキーワード」検討等

令和 2 年 12 月 9 日

～令和 3 年 1 月 25 日

今後 10 年間の「まちづくり」のための

市民意識調査（アンケート）

対象者 3,000 人

（有効回答 1,264 件）

令和 2 年 12 月 25 日

～令和 3 年 2 月 12 日

今後 10 年間の「まちづくり」のための

市民提案・意見募集
提案件数 15 件

令和 3 年 5 月 27 日 第 1 回調整委員会
第 2 次総合振興計画策定方針、意識調査の結

果報告等

令和 3 年 6 月 9 日 第 1 回総合振興計画審議会
辞令交付、第 2 次総合振興計画策定方針、意

識調査の結果報告等

令和 3 年 6 月 28 日

～令和 3 年 10 月 7 日
意見交換、意見提出（関係団体） 関係団体数（33 団体）

令和 3 年 7 月 8 日 第 1 回企画委員会
第 2 次総合振興計画策定方針、第 1 次総合振

興計画（後期基本計画）の振り返り等

令和 3 年 10 月 6 日 第 2 回企画委員会 現状把握及び分析等

令和 3 年 10 月 7 日 第 2 回総合振興計画審議会
まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証

等

令和 3 年 10 月 12 日 第 3 回企画委員会 現状把握及び分析等

令和 3 年 12 月 21 日 第 3 回総合振興計画審議会
第１次総合振興計画（後期基本計画）効果検

証等

令和 4 年 2 月 3 日

～令和 4 年 3 月 19 日
企画委員作業 現状分析、施策の成果指標検討等

令和 4 年 5 月 26 日 第 4 回総合振興計画審議会 第２次総合振興計画素案について審議等

令和 4 年 6 月 2 日 第 2 回調整委員会 第２次総合振興計画素案について協議等

令和 4 年 6 月 3 日 第 4 回企画委員会 第２次総合振興計画素案について協議等

令和 4 年 6 月 21 日 第 3 回調整委員会
第２次総合振興計画素案、「まちづくりの将来

像」について承認等

令和 4 年 6 月 22 日 第 5 回総合振興計画審議会
第２次総合振興計画素案（第１章～第３章）

審議

令和 4 年 7 月 1 日

～令和 4 年 8 月 1 日
パブリックコメント（第 1 章～第 3 章）

両庁舎、大口ふれあいセンター、まごし館、ホー

ムページ

第 2 次伊佐市総合振興計画策定の経過
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年 月 日 会 議 等 内 容 等

令和 4 年 8 月 9 日 第 6 回総合振興計画審議会
パブリックコメント結果報告、第 2 次総合振

興計画案（第 1 章～第 3 章）の諮問

令和 4 年 9 月 12 日 第 7 回総合振興計画審議会 第 2 次総合振興計画素案（第 4 章）審議

令和 4 年 9 月 15 日

～令和 4 年 10 月 17 日
パブリックコメント（第 4 章）

両庁舎、大口ふれあいセンター、まごし館、ホー

ムページ

令和 4 年 10 月 26 日 第 8 回総合振興計画審議会
パブリックコメント結果報告、第 2 次総合振

興計画案（第 4 章）の諮問

令和 4 年 11 月 4 日 第 2 次総合振興計画案の答申 答申

令和 4 年 11 月 7 日 第 4 回調整委員会 第 2 次総合振興計画案全体の確認
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　　　　　〇伊佐市総合振興計画審議会条例
平成 20 年 11 月 1 日

条例第 6 号
　（設置）
第 1 条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、伊佐市　　
　総合振興計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事務）
第 2 条　審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ、調査、研究及び審議する。
　（1）市勢発展のための基本計画及び基本構想に関すること。
　（2） まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）に規定する基本的な計画に関す
　　　ること。
　（組織）
第 3 条　審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。
　（委員）
第 4 条　委員は、次に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。
　（1）学識経験を有する者　5 人以内
　（2）女性代表　3 人以内
　（3）農業団体代表者　3 人
　（4）教育委員　1 人
　（5）商工会代表者　1 人
　（6）観光協会代表者　1 人
　（7）福祉団体代表者　1 人
　（8）社会教育団体代表者　3 人
　（9）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者　2 人以内
2　委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3　委員は、再任することができる。
　（会長）
第 5 条　審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、そ
　の職務を代理する。
　（会議）
第 6 条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。
2　会長は、会議の議長となる。
3　会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　（庶務）
第 7 条　審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
　（委任）
第 8 条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この条例は、平成 20 年 11 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年 12 月 19 日条例第 33 号）抄
　（施行期日）
1　この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 27 年 3 月 19 日条例第 26 号）
　この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

伊佐市総合振興計画審議会
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区 分 所 属 団 体 等 氏 名 備 考

学識経験者 鹿児島大学　法文学部 松田　忠大 会長

学識経験者 姶良・伊佐地域振興局　総務企画部 橘木　真由美

学識経験者 （株）鹿児島銀行　大口支店 吾孫子　浩之

学識経験者 国分公共職業安定所大口出張所 松元　初美

女性代表 女性サロン室 中村　宣子

女性代表 伊佐市男女共同参画推進協議会 田代　伊津子

農業団体代表者 伊佐市認定農業者の会 轟木　高昭

農業団体代表者 伊佐 YAD クラブ 井立田　裕也

農業団体代表者 伊佐森林組合 河野　辰男

教育委員 伊佐市教育委員会 長野　則夫

商工会代表者 伊佐市商工会 中村　周二

観光協会代表者 伊佐市観光特産協会 渕之上　俊典

福祉団体代表者 伊佐市社会福祉協議会 野村　治男

社会教育団体代表者 伊佐市文化協会 平川　聖一

社会教育団体代表者 伊佐市スポーツ協会 大保　義人

社会教育団体代表者 伊佐市青年団 森　幸大

その他市長が認める者 伊佐市コミュニティ連絡協議会 石原　昭紀

伊佐市総合振興計画審議会委員名簿
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　伊 企 第  2 8 5  号　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　令和 4 年 8 月 9 日

　　　伊佐市総合振興計画審議会

　　　会長　松田　忠大　様　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊佐市長　　橋本　欣也　　　　　

　　　　　第 2 次伊佐市総合振興計画（案）について（諮問）

　　　第 2 次伊佐市総合振興計画（案）を別紙のとおり策定したいので、伊佐市総合振興　　　

　　計画審議会条例第 2 条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　伊   企   第  3 2 1  号　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　令和 4 年 10 月 26 日　

　　　伊佐市総合振興計画審議会

　　　会長　松田　忠大　様　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊佐市長　　橋本　欣也　　　　　

　　　　　第 2 次伊佐市総合振興計画（案）について（諮問）

　　　第 2 次伊佐市総合振興計画（案）について、令和 4 年 8 月 9 日付け伊企第 28 5 号

　　で諮問した計画（案）に、別紙の第 4 章を追加したものを計画（案）として策定した　

　　いので、伊佐市総合振興計画審議会条例第 2 条の規定に基づき、第 4 章についても貴 

　　審議会の意見を求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 4 年 11 月 4 日　

　　　伊佐市長　橋本　欣也　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊佐市総合振興計画審議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　松田　忠大　　　　　

　　　　　第 2 次伊佐市総合振興計画（案）策定について（答申）

　　　令和 4 年 8 月 9 日付け伊企第 285 号及び 10 月 26 日付け伊企第 321 号で諮問のあ

　　りました標記の件につきまして、当審議会で協議を行い、別紙のとおりまとめました

　　ので答申します。
115



答申

　令和４年８月９日付け伊企第 285 号及び 10 月 26 日付け伊企第 321 号で諮
問のありました「第２次伊佐市総合振興計画」（案）につきまして、当審議会
で協議を行った結果、概ね妥当であると認めましたので、ここに答申します。
　なお、審議過程において出された意見及び提言について、下記のとおり付記
しますので、基本計画に沿って施策を展開される上で、尊重していただくとと
もに、「笑顔あふれ　一人ひとりが　幸せ感じるまち」の実現に向けて努力さ
れるよう要望します。

　令和４年 11 月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊佐市総合振興計画審議会　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　松田　忠大

【基本構想及び基本計画】
基本目標１　笑顔で創る明るいまち
　・自治会未加入者が増加傾向にあるため、対策を講じられたい。
　・誰もが人権を尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発　
　揮することができる社会の実現に向け、関係する他の基本計画等を踏まえて
　男女共同参画の推進を図られたい。
　・コミュニティ協議会の活動について、支援を継続するとともに、行政との　
　協働を推進されたい。

基本目標２　安心して子育てができるまち
　・地域と一体となった子育て支援の一環として、各家庭における「子育て」
　を地域で支えることができるような取組について、推進を図られたい。
　・現状分析等を重ねながら、適正な特別支援教育の推進を図られたい。　　

基本目標３　郷土を愛し、豊かな心を育むまち
　・郷土愛を育む取組とともに、郷土の素晴らしい文化財を、より多くの人に　　
　広めていただきたい。
　・家庭教育を支援する取組の充実を図られたい。　
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 ・単一の学校では部活動が困難な児童数となっていることから、コミュニ　　
ティスポーツクラブ等の広域での活動について推進されたい。
 ・設備の整ったカヌー場を活かし、リバースポーツを軸においた地域振興　
策を検討されたい。



基本目標４　ともに支え合い、いきいきと暮らせるまち
　・「できる者が、できることを、できる時に、できる範囲で」地域住民がお

互いに支え合う取組の推進を図るとともに、行政からの働きかけをより一層
　強められたい。

基本目標５　活力ある産業と賑わいのあるまち　
　・第 1 次産業の担い手、後継者の人材確保対策を図られたい。
　・SDGs とも関連付け、山林の保全と林業の振興を図られたい。
　・農業者が農業をしやすい環境整備、俯瞰的な将来展望などを行政がリード
　する形で推進されたい。
　・企業誘致も含め、若者の雇用の場の確保に努められたい。

基本目標６　安全、安心な住みよいまち　
　・環境の保全のため、豊かな森林の維持に努められたい。
　・再生可能エネルギーの利用促進については、慎重な検討のもと、伊佐の地
　に合った推進を図られたい。

【行財政改革の推進】
１　行政改革の推進
　・行政改革に限らず行政運営を担う職員の育成については、早い段階から男
　女共同参画の視点を踏まえた研修等に努められたい。
　・公共施設の管理運営については、市民サービスの維持に留意しながら効率
　的な再配置の検討を行うとともに、指定管理者制度の運用については、効果　
　的な活性化策に重点を置いた選定に努められたい。

２　健全な財政基盤の維持
　・財政基盤の維持については、現状に満足することなく、増収に向けた取組
　を積極的に推進されたい。

　全般を通して、各分野での個別計画との整合を図りながら、計画を進めてい
ただきたい。
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第2 次
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